
「しべつふぉ～ラム」 利用規約

この掲示板を利用いただくにあたっては、以下の規約に同意いただく必要がありま
す。また、利用された場合には、この利用規約に同意したものとみなします。

１.しべつふぉ～ラムの目的
しべつふぉ～ラムは士別市内の個人、団体、サークルなどが士別市民に情報発信する

場として士別市が提供し、市民同士の交流を図ることなどを目的とします。
情報を発信する方は、まちの話題、イベント・お祭りなどの告知、サークル活動やメ

ンバー募集など、さまざまな情報発信に活用してください。
（例：○○講演会のご案内、○○サークル会員募集！・・・など）

また、市内で見つけためずらしいもの、おもしろいもの、お気に入りの風景などを「#
しべつふぉと」として投稿できます。
みなさんの好きな「#しべつふぉと」をぜひ投稿してください。
投稿写真は市ホームページに掲載するほか、フェイスブック、公式アプリ、広報しべ

つなどへの掲載や、士別市のPR活動に使用する場合があります。

２ お問い合わせ
しべつふぉ～ラムの投稿方法などに関しては、くらし安全課くらし安全係（0165-26-

7736）までお問い合わせください。
掲載されている情報については、掲載元の問い合わせ先に直接確認してください。

３ 投稿できる人
以下「5.投稿にあたってのルール」を満たす方であれば、どなたでも投稿することが

できます。

４ 投稿から掲載への流れ
市ホームページ内にある投稿用ページから投稿できます。
管理者である士別市が、投稿された情報について審査を行ったのち掲載します。
また、内容の確認などのため、管理者から連絡することがあります。



５ 投稿にあたってのルール
・市民を対象とした情報について投稿できます。
・イベント情報は、開催日の 2週間前までを目途に投稿してください。
・掲載期間は 6カ月以内とします。（掲載期間終了後、同じ情報を再度掲載すること
は可能です）
・特定の方の投稿が集中した場合などには、掲載順を調整することがあります。
・「#しべつふぉと」を投稿する際は、「5-2.「#しべつふぉと」の投稿にあたって」を
確認してください。
・以下のいずれかに該当する場合は、掲載することができません。
(1)営利を目的とした広告や宣伝（広く周知することで士別市の PR やにぎわいの創
出、地域貢献につながると管理者が認める場合はこの限りでない）
(2)宗教的、政治的活動を目的としたもの、関連のあるもの（連想させるものを含む）
(3)他人の肖像権、著作権を侵害するもの
(4)他人に不利益を与えるもの
(5)投稿内容が不明確なもの
(6)給料、賃金、報酬の支払いを伴う職員・スタッフの募集に関するもの
(7)法令等に違反する行為、または違反するおそれがある行為に係るもの
(8)士別市への意見や提言に関するもの
(9)その他、管理者が掲載を不適当と判断したもの

５-２ 「#しべつふぉと」の投稿にあたって
・投稿する写真は、投稿者本人が撮影した市内の写真に限ります。
・合成写真は掲載することができません。
・個人の敷地（庭や畑など）は、所有者の許可を得て投稿してください。
・投稿した写真の著作権は投稿者に帰属しますが、士別市が無償で利用することを許
諾したものとみなします。
・その他「5.投稿にあたってのルール」を遵守してください。

６ 掲載内容の削除
掲載された内容が本規約に違反することが判明した場合や、そのおそれがあると認め

られる場合、管理者が掲載を削除すべきと判断した場合は、掲載情報の全部または一部
を削除することがあります。



７ 個人情報公開の同意
投稿内容のうち、公開問い合わせ先欄に入力された個人情報については、士別市個人

情報保護条例第 10条第 1項第 2号に規定する本人の同意があったものとみなします。

８ 免責
本ページの利用に関して、利用者または第三者が被った損害については、士別市は一

切責任を負いません。

９ その他
この規約に定めるものの他、必要な事項については、管理者が別に定めます。


